
意見案第６号 

高齢者の安全運転支援と移動手段の確保を求める意見書 

（原案可決）

近年、交通事故の発生件数は減少傾向にあるが、75 歳以上の高齢運転者による、死亡事故の割合は高ま

っており、単純ミスによる事故も目立つ。 

警察庁は、昨年末時点で約563万人いる 75歳以上の運転免許保有者が、2022 年には 100万人増えて 663

万人に膨らむと推計している。 

こうした状況を踏まえ、国は 17年施行の改正道路交通法で、75歳以上の免許保持者は違反時や免許更新

時に認知機能検査を受けることを義務付けたが、いまや高齢運転者の安全対策及び安全運転支援の取り組

みは待ったなしの課題である。 

また、過疎地域を中心に、未だ「生活の足」として車が欠かせない高齢者も多い中、自主的に免許を返納

した場合などの地域における移動手段の確保も重要な取り組みである。 

政府におかれては、地方自治体や民間事業者とも連携しながら、総合的な事故防止策としての、高齢運

転者の安全運転支援と地域における移動手段の確保を進めるため、下記の事項について早急に取り組むこ

とを強く求める。 

記 

１．自動ブレーキやペダル踏み間違い時の急加速を防ぐ機能など、ドライバーの安全運転を支援する装置

を搭載した「安全運転サポート車」（サポカーS）や後付けの「ペダル踏み間違い時加速抑制装置」の普

及を一層加速させるとともに、高齢者を対象とした購入支援策を検討すること。 

２．免許を自主返納した高齢者が日々の買い物や通院などに困らないよう、コミュニティバスやデマンド

（予約）型乗合タクシーの導入など「地域公共交通ネットワーク」のさらなる充実を図ること。また、

地方自治体などが行う、免許の自主返納時における、タクシーや公共交通機関の割引制度などを支援

すること。 

以上、地方自治法第９９条の規定により提出します。 

令和元年１０月１０日

北海道恵庭市議会

衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、総務大臣、 

経済産業大臣、国土交通大臣、国家公安委員会委員長 宛各通 



意見案第７号 

林業・木材産業の成長産業化に向けた施策の充実・強化を求める意見書

（原案可決）

 本道の森林は全国の森林面積の約４分の１を占め、国土保全、地球温暖化防止、林産物の供給等の多面的機能

の発揮が期待されており、これらの機能を十分に発揮させるためには、「植えて育てて、伐って使って、また植え

る」といった森林資源の循環利用を進める必要がある。

 森林の整備を進め、木材を積極的に利用していくことは、山村地域を中心とする雇用・所得の拡大による地方

創生にも大きく貢献するものである。

 道では、森林の公益的機能の維持増進と森林資源の循環利用の実現に向け、森林整備事業及び治山事業や林業

成長産業化総合対策事業等を活用し、植林・間伐や路網の整備、山地災害の防止、木造公共施設の整備、林業事

業体の育成など、さまざまな取り組みを進めてきたところである。

 今後、人工林資源が本格的な利用期を迎える中、既存の制度や森林環境譲与税を活用した地域の特性に応じた

森林整備の着実な推進や、森林資源の循環利用による林業・木材産業の成長産業化の実現に向けて施策の充実・

強化を図ることが必要である。

よって、国においては、次の措置を講ずるよう強く要望する。

記

１．森林の多面的機能を持続的に発揮し、林業・木材産業の振興と山村における雇用の安定化を図るため、森林

整備事業及び治山事業の財源を十分かつ安定的に確保すること。

２．森林整備事業の都道府県・市町村負担分の起債を可能とする地方債の特例措置を継続すること。

３．森林資源の循環利用を通じて林業・木材産業の成長産業化を実現するため、地域の実情を十分に踏まえ、森

林整備から木材の加工・流通、利用までの一体的な取り組みや森林づくりを担う林業事業体や人材の育成に

必要な支援措置を充実・強化すること。

以上、地方自治法第９９条の規定により提出します。 

令和元年１０月１０日 

北海道恵庭市議会 

衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、財務大臣、総務大臣、文部科学大臣、 

農林水産大臣、経済産業大臣、国土交通大臣、環境大臣、復興大臣 宛各通 



意見案第８号 

太陽光発電の適切な導入に向けた制度設計と運用を求める意見書 

（原案可決）

 パリ協定の枠組みの下、脱炭素社会の構築が求められる中、環境負荷の削減やエネルギー安全保障等

の観点から、太陽光発電を始めとする再生可能エネルギーの導入拡大が必要とされている。 

 こうした中、再生可能エネルギー特別措置法に基づく固定価格買取制度（FIT）の施行以降、導入量が

着実に増加してきている一方、一部の地域では、防災、景観、環境面での地域住民の不安や、FIT買取期

間終了後に太陽光パネルが放置されるのではないかとの懸念が生じている。 

 今後、こうした不安や懸念を払拭しつつ、地域と共生する形で再生可能エネルギーの導入を更に促進

する観点から、太陽光発電の適切な導入に向けて下記の通り要望する。 

記 

１．再生可能エネルギー特別措置法に基づく事業計画の認定に当たり、一定規模以上の案件については

地域住民への事前説明を発電事業者に義務付けるとともに、その具体的な手続きを事業計画策定ガ

イドラインに明記するなど、地域住民との関係構築のために必要な取組を行うこと。 

２．太陽光発電設備が災害時に斜面崩落を誘発することのないよう、急傾斜地以外の斜面に設置される

場合も含め、太陽光発電設備の斜面設置に係る技術基準の見直しを早急に行うこと。 

３．発電事業終了後に太陽光発電設備の撤去及び適正な処分が確実に行われるよう、発電事業者などに

よる廃棄費用の積立ての仕組みや、回収された太陽光パネルのリサイクルの仕組みの確立に向けた

取組を進めること。 

以上、地方自治法第９９条の規定により提出します。 

令和元年１０月１０日

北海道恵庭市議会

衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、経済産業大臣、環境大臣 宛各通 


